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「 人」が輝く 明るい未来の東京の実現

SD Gsの達成

都の施策を

強力に推進
サステナブルファ イナンス市場

の活性化

東京サステナビリ ティ ボンド への投資を通じ た企業等の後押

し により 、 都の施策を強力に推進

市場の資金が国内の環境・ 社会問題の解決に活用さ れる流れ

を加速させ、 サステナブルファイナンス市場を活性化

これらの取組を通じて、「 人」 が輝く 明るい未来の東京の実現

を目指すとともに、 SD Gｓ の達成に貢献

1

2

3

東京サステナビリ ティ ボンド への投資

東京サステナビリ ティ ボンド の目指す未来
（ 東京サステナビリ ティ ボンド ・ フレームワークより ）

　 持続可能な社会の実現に対する関心が世界的に高まる中

で、 国だけでなく 自治体レベルでも 、 経済・ 社会・ 環境の

分野における幅広い取組が求めら れています。

　 こ う し た中、 東京都は、「 2 0 5 0 東京戦略～東京も っ と

よく なる～」 を策定し 、 すべての「 人」 が輝き、 一人ひと

り が幸せを実感できるよう な「 成長」 と 「 成熟」 が両立し

た「 世界で一番の都市・ 東京」 の実現に向けて、 様々な課

題の解決に取り 組んでいます。

　 金融には、 社会課題を解決に導く 力が備わっ ています。

新し い金融の流れは、 社会が進むべき 方向性を 生み出し ます。 東京都は、 国内の貴重

な資金が国内の環境対策や社会課題の解決に向けて活用さ れる 流れを 創出するため、

平成2 9 年度に国内自治体初のグリ ーンボンド を発行し 、 令和３ 年度から はソ ーシャ ル

ボンド の発行を行っ てき まし た。 そし て昨年度は、 国内に加えて海外から も 幅広く 投

資資金を 呼び込むため、 海外市場においてサステナビ リ ティ ボン ド を 発行し まし た。

こ のよう に、 持続可能で強靱な社会の実現に向け、 多様な投資家のみなさ まから の投

資資金が脱炭素化や社会的に支援が必要な方々に向けた施策に活用さ れるよう、 東京

都自ら 機運の醸成を図っ ています。

　 こ のよう な取組を 将来にわたっ て着実に進めるには、 投資家のみなさ まが安心し て

投資を 継続でき る よう 、 発行後の調達資金の状況確認やレ ポーティ ングの充実など、

透明性の確保が求めら れます。 そこ で東京都は、 実際に調達し た資金を充当し た事業

の状況や社会効果を わかり やすく 示し 、 目標や個々の計画なども 一体的にご覧いただ

けるよう 、「 東京サステナビリ ティ ボンド ・ イ ンパク ト レポート 」 を作成し まし た。

　 サステナブルフ ァ イ ナンスが世界規模で拡大する中で、 東京都は、 環境問題や社会

的課題の解決に向けた具体的な行動をさ ら に積み重ねていく と と も に、 持続可能で強

靱な社会の実現を 金融面から 支えるため、 サステナブル・ レ ジリ エント フ ァ イ ナンス

のリ ーディ ングシティ と なるべく 取り 組んでいきます。

　 本レ ポート を 通じ て、 東京サステナビリ ティ ボンド へのご理解を 深めていただける

こ と を願っ ています。

東京都知事
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主な資金使途

〇グリ ーンプロジェ ク ト

東京都の目標・ 取組 東京サステナビリ ティ ボンド の主な資金使途

エネルギーの脱炭素化と 持続可能な

資源利用によるゼロエミ ッ ショ ンの実現

生物多様性の恵みを受け続けら れる、

自然と 共生する豊かな社会の実現

〇ソ ーシャ ルプロジェ ク ト

公共施設・ イ ンフ ラ の防災対策

一人ひと り の個性や能力を

最大限に伸ばすための教育

公共施設・ イ ンフ ラ の老朽化対策

都の取組

2 0 1 5 年9 月の国連サミ ッ ト にて、2 0 3 0 年を 年限と する 国際目標で

あるSD Gsが採択さ れまし た。

こ れは、持続可能な世界を 実現する ための1 7 のゴ ールから 構成さ

れ、発展途上国のみなら ず、先進国を 含む全ての国々の共通目標に

なっ ています。

こ のよ う な中、東京都では、2 0 2 1 年3 月「 未来の東京」戦略を策定し 、

東京が「 目指す2 0 4 0 年代の姿」 を 描き 、その実現に向けた「 2 0 3 0

年に向けた戦略」 と「 推進プロ ジェ ク ト 」 を 提示し まし た。

東京の発展の原動力で ある「 人」 を 中心に据え、 SD Gsの理念と 軌

を 一にし 、「 誰一人取り 残さ ない」 包摂的な社会を 創っ ていき ます。

SD Gs採択

「 世界で一番の都市・ 東京」

すべての「 人」が輝き、一人ひと り が幸せを実感できるよう な

「 成長」と「 成熟」が両立し た

2 0 2 1 年3 月

2 0 1 5 年9 月

「 未来の東京」 戦略 策定

気候危機の深刻化や少子高齢化、生成AIをはじ めとする テクノ ロジー

の爆発的進化など、 社会は予想し 得ないスピード で変化を続けていま

す。 こうし た時代だからこそ、加速度的な変化をチャンスに変えて、 さら

なる飛躍に向けた航路を描いていく 必要があります。 「 2 0 5 0 東京戦略」

は、2 0 5 0 年代に目指す東京の姿「 ビジョ ン」を 実現するため、2 0 3 5 年

に向けて取り 組む政策を取りまとめた、 都政運営の新たな羅針盤です。

2 0 2 5 年3 月 「 2 0 5 0 東京戦略～東京も っ と よく なる～」 策定

未来を拓く グリーンでレジリエント な
世界都市・ 東京の実現

2 0 3 0 年までに温室効果ガス排出量を半減する「 カ ーボンハーフ 」を表明

カ ーボンハーフの実現

「 ゼロエミ ッ ショ ン東京戦略」 策定
20 5 0 年までに、 世界のCO 2 排出実質ゼロに貢献する「 ゼロエミ ッ ショ ン東京」 の実現を目指すと いう

ビジョ ンを明確にすると と も に、 具体的取組やロード マップ を明示

「 東京都環境基本計画」改定
20 5 0 年のある べき 姿の実現に向けて、 203 0 年まで の行動が

極めて重要と の認識の下、 具体的な目標と 施策の在り 方を 示す

2 019 年

「 ゼロエミ ッ ショ ン東京戦略Beyo n d カ ーボンハーフ 」策定
2 0 35 年まで に温室効果ガス 排出量を6 0 ％以上削減（ 2 0 0 0 年比） する 新たな目標と 、 その達成に

向けた31の個別目標を設定し 、 実効性ある取組を推進

2 02 5 年

2 0 2 1 年

2 0 2 2 年

2 0 3 0 年

温室効果ガス排出量6 0 % 以上削減2 0 3 5 年

2 0 5 0 年ゼロエミッショ ン東京の実現

新築戸建住宅等を対象とし た太陽光発電、断熱・ 省エネ性能等に関する新制度を開始

環境分野
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東京サステナビリ ティ ボンド の

発行概要・ フレームワーク

機 関 投 資 家 向 け

■2 0 2 4 年度に発行した東京サステナビリティ ボンド の発行概要は下記の通りです。

東京サステナビリ ティ ボンド ・ フ レ ームワーク

公債の名称
東京都公募外債

（ 第7 回ユーロユーロ債）

通　 貨 ユーロ

年　 限 5 年

発行額 3 億ユーロ（ 約4 8 7 億円）

ク ーポン 2 .6 2 5 %

売出価格 額面金額の9 9 .7 6 4 %

条件決定日／発行日 2 0 2 4 年1 0 月1 6 日（ 水）／2 0 2 4 年1 0 月2 4 日（ 木）

償還日 2 0 2 9 年1 0 月2 4 日（ 水）

取得格付 A ＋（ S&P グローバル・ レーティ ング・ ジャ パン株式会社）

外部評価機関 ムーディ ーズ・ ジャ パン株式会社

▪ 東京都は国際資本市場協会（ ICM A） が定めるグリ ーンボンド 原則、 ソ ーシャ ルボンド 原則及びサステナビリ ティ ボン

ド ガイ ド ラ イ ンに基づき 、 調達資金の使途、 対象事業評価選定プロセス、 調達資金の管理及びレポーティ ング等の要素

により 構成さ れる「 東京サステナビリ ティ ボンド ・ フ レームワーク 」（ 2 024 年8月） を策定し まし た。

▪ 「 東京サステナビリ ティ ボンド 」 の発行に当たっ ては2 0 2 4 年8 月にムーディ ーズ・ ジャ パン株式会社から「 東京サステ

ナビリ ティ ボンド 」 がグリ ーンボンド 原則、 ソ ーシャ ルボンド 原則及びサステナビリ ティ ボンド ガイ ド ラ イ ンに適合

し ている旨の評価（ セカ ンド・ パーティ ー・ オピニオン） を取得し まし た。

１ 　 調達資金の使途 ▪ P7～10 の表に記載の事業ほか

２ 　 対象事業の評価・

　 　 選定プロセス

▪ 充当可能事業について、「 環境」、「 社会」 及び「 ガバナンス」 側面における各項目に照ら

し て適格性に関する評価を行い、その結果に基づき当該年度に発行する東京サステナビ

リ ティ ボンド の対象事業候補を選定。なおグリ ーンプロジェ ク ト については環境側面に

ついて、ソ ーシャ ルプロジェ ク ト については社会側面についてそれぞれ優先的に評価

３ 　 調達資金の管理

▪ 資金使途を明確にするため、都の規則に基づき 経理区分に応じ て分類し 、管理を行う

▪ 原則と し て当該年度中の対象事業に充当

▪ 各会計年度の終了後に決算関係書類を調製し 、議会の認定に付さ れる

４ 　 レポーティ ング
▪ 発行前に、対象事業の充当予定額や想定さ れる効果等を、発行翌年度末までに、対象事業の

　 資金充当結果や想定さ れる効果等の情報を、都のホームページにおいて公開

外部機関による評価

MOODY'S ● グリ ーンボンド 原則、 ソーシャルボンド 原則及びサステナビリ ティ ボンド ガイド ラ インに適合

● 全ての対象事業について、 SDGsの達成に貢献が認めら れると の評価を獲得【 下表参照】

■ グリ ーンプロジェ クト

■ ソーシャルプロジェ クト

適格カ テゴリ ー 持続可能な開発目標

エネルギーの脱炭素化と 持続可能な資源利用によるゼロエミ ッ ショ ンの実現

生物多様性の恵みを受け続けら れる、 自然と 共生する豊かな社会の実現

適格カ テゴリ ー 持続可能な開発目標

公共施設・ イ ンフ ラ の防災対策

公共施設・ イ ンフ ラ の老朽化対策

一人ひと り の個性や能力を最大限に伸ばすための教育環境の整備

東京サステナビリティ ボンド ・ フレームワークの概要

※フ レ ームワーク 及びセカ ンド ・ パーティ ー・ オピ ニオンは東京都のウェ ブサイ ト にて公開し ています。

　 http s: //w w w.za im u .m etro .tokyo .lg .jp /bond /tosa i_ g b/susb
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東京サステナビリ ティ ボンド の

充当事業と 効果

N O. 環境事業区分 事業名 充当額（ 百万円） 環境効果

1

エ ネルギーの脱炭素化と

持続可能な 資源利用によ

るゼロエミ ッ ショ ンの実現

ヒート アイランド 現象に伴う 暑熱対応

（ 遮熱性・ 保水性の向上）
1 ,3 5 4

遮熱性・ 保水性舗装の

整備延長
1 0 km

2 公社住宅における太陽光発電設備設置事業 5 5 0
太陽光発電設備の

想定年間発電量
6 2 4 ,7 7 0 kW h

3 中小河川の整備 1 1 ,6 0 5

河川の整備率 6 8 .6 %

調節池の貯留量 1 ,0 5 6 ,5 0 0 ㎥ (2 0 2 5 年度末まで）

4 生物多様性の恵みを 受け

続けら れる、 自然と 共生す

る豊かな社会の実現

都立公園の整備 6 ,0 0 0 整備面積 2 3 ,5 5 7 .7 7 ㎡

5 水辺空間における緑化の推進 2 9 0 整備面積 2 ,1 0 7 ㎡

合計 1 9 ,7 9 9

　 2 0 2 4 年度発行の東京サステナビリ ティ ボンド は、 グリ ーンプロジェ ク ト に新規の支出への充当分（ 1 9 7 .9 9 億円） 及び、 既存の支出のリ フ ァ イ ナンスへの充当分（ 2 9 .0 6 億

円。 2 0 1 9 年度発行の第3 回東京グリ ーンボンド のリ フ ァ イ ナンスに係るも の） 並びにソ ーシャ ルプロジェ ク ト の新規の支出への充当分（ 2 6 0 億円） から 構成さ れます。

　 なお、 資金充当額の合計（ 4 8 7 .0 5 億円） は、 外貨建による発行額（ 3 億ユーロ発行） を 条件決定時の為替レ ート で換算し た金額です。

■調達し た資金については、グリ ーンプロジェ ク ト の新規分の2 つの環境事業区分に該当する5 の事業及びリ フ ァ イ ナンス分の2 つの環境事業区分に該当する4 の事業並びにソ ー

シャ ルプロジェ ク ト の3 つの事業区分に該当する5 の事業に充当し まし た。

■全体の約4 割を ソ ーシャ ルプロジェ ク ト の「 公共施設・ イ ンフ ラ の防災対策」 区分に、 約3 割をグリ ーンプロジェ ク ト の「 エネルギーの脱炭素化と 持続可能な資源利用による

ゼロエミ ッ ショ ンの実現」 区分に充当し まし た。

※効果は、 2 0 2 4 年度末時点において各事業の実施により 得ら れた、 または得ら れると 想定さ れた効果のこ と です。

※各充当事業の効果や充当額の数値は第三者機関による発行後評価前のも のです。

N O. 環境事業区分 事業名
リ ファ イナンス額

（ 百万円）
　 　 環境効果

経過
年数

残存許可等
年数

1
エ ネルギーの脱炭素化と

持続可能な 資源利用によ

るゼロエミ ッ ショ ンの実現

ヒート アイランド 現象に伴う 暑熱

対応（ 遮熱性・ 保水性の向上）
7 1 3

遮熱性・ 保水性

舗装の整備延長
1 5 .5 0 0 km 5 5

2 中小河川の整備 1 ,7 6 0

河川の整備率 6 7 .5 %

5 2 5

調節池の貯留量 1 ,0 5 6 ,3 0 0 ㎥ ( 2 0 2 5 年度末まで）

3 生物多様性の恵みを 受け

続けら れる、 自然と 共生す

る豊かな社会の実現

公園の整備 1 7 3 整備面積 1 1 ,8 0 0 ㎡

5 1 5

4 水辺空間における緑化の推進 2 6 0 整備面積 7 ,0 5 9 ㎡

合計 2 ,9 0 6

⃝ リ ファ イナンス分

⃝ 新規分

〇グリ ーンプロジェ クト

※効果は、 2 019 年度末時点において各事業の実施により 得られた、 または得ら れると 想定さ れた効果のこと です。

※各充当事業の効果やリ ファ イナンス額の数値は第三者機関による発行後評価前のも のです。

※残存許可等年数と は、「 地方債発行時に総務省へ届出を行った許可（ 償還） 年限（ 当該地方債を財源として建設し よう と する公共施設又は公用施設の耐用年数の範囲内） 又はその範囲内で定めた償還までの年限」 から「 資産の経過

年数」 を控除し たも のです。

都は、 東京サステナビリ ティ ボンド ・ フレームワークに定める事業の評価・ 選

定プロセス及びレポーティ ング方法に則り、 債券発行前に評価及び選定のう

え、 こ れらの充当事業を2024 年10月に公表しました。 東京サステナビリ ティ

ボンド ・ フレームワーク で調達し た約4 87億円は、 同フレームワークに定める

管理方法に則って管理さ れ、 2024 年度中に全額こ れら の事業に充当さ れて

います。

公園の整備 ・・・・・・・・・・・・・・  6 .0 %

水辺空間における緑化の推進

 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  8 .9 %

ヒ ート アイ ラ ンド 現象に伴う

暑熱対応（ 遮熱性・ 保水性の向上）

 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  2 4 .5 %

中小河川の整備 ・・・・・・・・  6 0 .6 %

1

2

3

4

充当額内訳

1

2

3

4

中小河川の整備 ・・・・・・・・・  5 8 .6 %

都立公園の整備 ・・・・・・・・・  3 0 .3 %

ヒ ート アイ ラ ンド 現象に伴う

暑熱対応（ 遮熱性・ 保水性の向上）

 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  6 .8 %

公社住宅における

太陽光発電設備設置事業 ・・・  2 .8 %

1

2

3

水辺空間における緑化の推進

 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  1 .5 %

5

4

充当額内訳

1

3

4

5 2

公園の整備 ・・・・・・・・・・・・・・  6 .0 %

水辺空間における緑化の推進

 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  8 .9 %

ヒ ート アイ ラ ンド 現象に伴う

暑熱対応（ 遮熱性・ 保水性の向上）

 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  2 4 .5 %

中小河川の整備 ・・・・・・・・  6 0 .6 %

1

2

3

4

充当額内訳

1

2

3

4

中小河川の整備 ・・・・・・・・・  5 8 .6 %

都立公園の整備 ・・・・・・・・・  3 0 .3 %

ヒ ート アイ ラ ンド 現象に伴う

暑熱対応（ 遮熱性・ 保水性の向上）

 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  6 .8 %

公社住宅における

太陽光発電設備設置事業 ・・・  2 .8 %

1

2

3

水辺空間における緑化の推進

 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  1 .5 %

5

4

充当額内訳

1

3

4

5 2

○ 充当額内訳 充 当 額 内 訳

○ 充当額内訳 リ フ ァ イ ナンス 額 内 訳
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東京サステナビリ ティ ボンド の

充当事業と 効果

充 当 額 内 訳

N O. 事業区分 事業名 対応する社会課題 対象と なる人々
充当額

（ 百万円）
測定指標 効果 SD Gsマッ ピング

1

公共施設・ インフラ の

防災対策

無電柱化の推進

・ 都市防災機能の強化

・ 安全で快適な歩行空間の確保

・ 良好な都市景観の創出

自然災害時、 電柱倒壊による道路閉塞や断線等

の影響を受けるおそれのある人々

（ ベビーカー・ 車いすを利用する方等を含めた、

道路利用者）

12 ,0 0 0 整備延長 2 6 ,017m

2 河川施設の耐震・ 耐水化

地震に伴う 津波等の水害から東部低

地帯を守るため、 河川施設の耐震性・

耐水性を確保

東部低地帯の住民 7,7 0 0 整備延長 5 .0 km

3

公共施設・ インフラ の

老朽化対策

橋梁の長寿命化事業
持続可能なインフラ の維持管理、 利

用者の安全・ 安心の確保
地域住民など都道を利用する人々 4 ,7 0 0

長寿命化事業累計

着手数
18 0 橋（ 2 03 0 年度末まで）

4 島しょ のインタ ーネット 環境改善
島しょ 地域における安定的なイン

タ ーネット 環境の確保
地域住民（ 島民） 1,0 6 0 整備島数

２ 島（ 2025 年度末まで）

※1島は2 024 年度末で整備完了

5

一人ひとり の個性や

能力を最大限に伸ばす

ための教育

特別支援学校の整備

障害のある幼児・ 児童・ 生徒の自立

や社会参加に向けた主体的な取り

組みの支援

障害のある幼児・ 児童・ 生徒 5 4 0 学校定員数

知的障害教育部門 1,0 6 6 人程度

肢体不自由教育部門 111 人程度

視覚障害教育部門 71人程度

（ 203 0 年度末まで）

合計 26 ,0 0 0

※効果は、 2 02 4 年度末時点において各事業の実施により 得られた、 または得ら れると 想定さ れた効果のこと です。

※各充当事業の効果や充当額の数値は第三者機関による発行後評価前のも のです。

⃝ 新規分

無電柱化の推進 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  4 6 .2 %

河川施設の耐震・ 耐水化 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  2 9 .6 %

橋梁の長寿命化事業 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  1 8 .1 %

島しょ のインタ ーネット 環境改善 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  4 .1 %

1

2

3

4

特別支援学校の整備 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  2 .1 %5
充当額内訳 1

2

3

4

5

〇ソーシャルプロジェ クト
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2 0 4 0 年代
整備完了

実績・ 効果※3 2 0 2 4 年度整備延長

都道 2,328k m

臨港道路等 85.3k m

2 0 2 3 年度末整備完了

都道      約1,094k m

臨港道路等　 約 43k m

2 0 2 4 年度末整備完了

都道      約1,121k m

臨港道路等　 約 47k m

都道26.0km
臨港道路

等 3.6km

10 km
2 0 3 0 年度

整備目標累計

245 k m

2 0 2 3 年度末

累計190 k m

2 0 2 4 年度末

累計200 k m

※3 本事業における令和６ 年度サステナ

ビリ ティ ボンド 充当事業は都道の整備の

みとなっていますが、臨港道路等の整備に

ついても 一体の事業と みなしているため、

まと めて実績・ 効果を記載しています

※4 都道における目標数値と 累計実績に

ついては、SDGs関連債の充当事業以外の

数値も含みます

舗装内容について

＜遮熱性舗装＞

 ・ 路面の塗布し た遮熱材が赤外線を反射するこ と に

より 、 舗装への蓄熱を防ぎます。

＜保水性舗装＞

 ・舗装内の保水材に浸み込んだ雨水等が蒸発する時

の気化熱によって、路面温度の上昇が抑制さ れます。

通常画像 赤外線熱画像

高

低

中杉通り （ 杉並区阿佐ヶ 谷南三丁目）

AfterBefo re

特例都道4 34 号線

通常の舗装

遮熱性舗装

So c i a l  Pr o j e c t

無電柱化の推進
インフ ラ の防災対策

 ・ 都内には現在多く の電柱が立てられており 、 車イスやベビーカー利用者、 高齢者に

よる日常の通行だけでなく 、 地震等の災害により 電柱が倒れ道路が塞がるなど、

住民の移動や災害時における救急活動等に大きな支障をきたしています。

 ・ そのため、 道路上に張り 巡らさ れた電線類を地下に収容する無電柱化を推進してい

ます。

 ・また、 東京港の臨港道路等においても 、 災害発生時に緊急物資等の輸送や国際コ

ンテナ物流の停滞を回避するため、 無電柱化を進めています。

事業の意義

2 0 4 0 年代　 都道※1※2 2 ,3 2 8 k m  整備

 臨港道路等（ 東京港エリ ア）※2   8 5 .3 k m  整備

東京都の目標

（ 計画）

SD Gsへの貢献・ 環七通り 、中杉通り 、多摩ニュータ ウン通り  など

・ 東京港（ 大井地区、 青海地区）

2 0 2 4 年度整備箇所

※1 計画幅員で完成した歩道幅員2 .5m 以上の都道

※2 整備対象延長は「 施設を整備する延長」であり「 道路延長」とは異なります 

G r e e n  Pr o j e c t

ヒート アイランド 現象対策
ゼロエミ ッ ショ ンの実現

 ・ 東京都では、 猛暑日や熱帯夜が増加する

など夏の暑さ が課題と なっており 、 ヒート

アイランド 現象の対策を進めていく こと が

求められています。

 ・ ヒート アイランド 現象の対策の一つとして、

センタ ー・ コ ア・ エリ アを中心とし た事業

エリアにおいて、 路面温度の上昇を抑制す

る遮熱性舗装及び保水性舗装を路面補修

工事に併せて実施しています。こ れにより 、

路面温度の上昇を 最大で8 ℃から10 ℃程

度抑制すること ができます。

事業の意義

東京都の目標

（ 計画）
2 03 0 年度　 約24 5k m 遮熱性舗装・ 保水性舗装整備

2 02 4 年度道路の舗装完了実績

・ 千代田区、 中央区、 港区、 品川区 など SD Gsへの貢献2 0 2 4 年度整備箇所

実績・ 効果
※4

※4

※4
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Sustainability Bonds

Impact ReportTokyo

（ 発行額単位： 億円）

コロナ対策関連起債＊＊

6 0 0 億円

2 0 17年度
（ 平成2 9 年度）

2 0 2 3 年度
（ 令和5 年度）

2 018 年度
（ 平成3 0 年度）

2 019 年度
（ 令和元年度）

2 0 2 0 年度
（ 令和2 年度）

2 0 21年度
（ 令和3 年度）

2 0 2 2 年度
（ 令和4 年度）

第1回

計200億円

（ 100億円）

第2回

計200億円

（ 100億円）

第3 回

計200億円

（ 100億円）

第4 回

計300億円

（ 100億円）

第5回

計400億円

（ 100億円）

第6 回

計400億円

（ 100億円）

2 0 24 年度
（ 令和6 年度）

第8 回

計200億円

（ 100 億円）

第7 回

計500億円

（ 100 億円）

  ＊ グリーンボンド 及びグリーン・ブルーボンド 発行額のう ち（ 　 ）内は個人投資家向けの発行額（ 日本円換算の概算額。毎年10 0 億円発行）
＊＊ 2020 年度コロナ対策関連起債（ 6 0 0 億円）を除き、全て第三者認証を取得

グリ ーン

ボンド ＊

グリーン・ ブルー

ボンド ＊

第1 回／第2回

計600 億円

第3 回／第4 回

計600 億円

第5回／第6 回

計600 億円

第7回／第8 回

計450 億円

ソーシャル

ボンド

第1回

計487億円

サステナビリティ

ボンド（ 外債）

国内自治体初のグリ ーンボンド 発行

国内自治体初のソーシャルボンド 発行

グリ ーン・ブルーボンド へバージョ ンアッ プ

国内自治体初の外債によるサステナビリ ティ ボンド 発行

2 0 17 2 0 18 2 0 19 2 0 2 0 2 0 2 1 2 0 2 2

400400300
100

200200200

600

455

600 600

500

2 0 2 3

450
200

487

2 0 24（ 年度）

1,608

4,004

4,187

東京都によるSD Gs関連起債実績〈 参考〉
対象事業選定から
レポーティ ングまでのプロセス〈 参考〉

＜予算編成段階＞

・  財務局において事業所管局と 協議し つつ、 充当可能事業・ 充当対象事業を選定し ています。

・  地方公共団体は、 地方財政法等の法令に基づき、 予算の定めるところにより 地方債を計上し 、 予算については年

度開始前に議会の議決を経る必要があると 規定さ れています。 東京サステナビリ ティ ボンド を含む都債は、 予算

編成等の過程において、 対象事業の実現性や効果の持続性についても 検証し た上で、 こ れらの手続を経て発行

さ れます。

＜予算執行段階＞

・  東京サステナビリ ティ ボンド 発行後、 対象事業への充当資金については、 東京都予算事務規則に基づき歳入予算

を経理区分（ 款、 項及び目、 節） に応じ て分類するなど、 資金使途を明確にし ながら 管理し ます。

＜発行翌年度＞

・  レポーティ ングは、 東京サステナビリ ティ ボンド 発行の翌年度に、 公表し ています。

・  なお東京サステナビリ ティ ボンド による調達資金を充当し た事業も 含め、 都の歳入歳出については、 各会計年度

の終了後に決算関係書類を調製し 、 監査委員の審査に付し た後、 その意見と と も に議会の認定に付さ れます。

・ 都においては、 こ う し た一連の流れを通じ 、 対象事業の評価・ 選定や資金管理における適正性・ 透明性を確保

し ています。

事業精査・

充当可能事業選定

（ 調整） （ 連絡） （ 充当）

資金管理

充当可能

事業情報の提出

フレ ームワーク

公表

予算編成
※対象事業の実現性や効果の持続性等について検証

予算執行（ 発行年度）

環 

境 

局

財 

務 

局

関 

係 

局

発行翌年度

予
算
案
議
決

充当可能事業

評価・ 対象事業

候補選定

対象事業

決定・ 公表

東京サステナビリティ

ボンド 発行

レ ポー

ティ ン グ

グリ ーン プロ ジェ ク ト について

環境視点での

対象事業候補の確認

事業執行状況等の

報告

決算情報の

提出

・  SDGs・ ESGの潮流本格化の気運を捉え、 2016 年度に住民参加型の環境サポータ ー債を発行し まし た。

・  その後、 2017 年度には国内の地方自治体において初と なる東京グリ ーンボンド を発行し 、 国内市場の黎明期か

ら その発展に貢献し てきまし た。

・  また、 国内外でサステナブル・ リ カ バリ ーの動きが広がり を見せる中、 2 02 0 年度にはコ ロナ対策に資金使途を

限定し た都債を発行すると と も に、 2 0 21年度から は、 社会的に支援が必要な都民や事業者を支えるため、 国内

の地方自治体において初と なる東京ソ ーシャ ルボンド の発行を始めまし た。

・  全体の発行額についても当初の200億円から徐々にその規模を拡大さ せ、 2024 年度においては、 東京ソーシャル

ボンド の継続発行に加えて、 東京グリ ーン・ ブルーボンド 及び外債による東京サステナビリ ティ ボンド を新たに

発行し まし た。 2 0 2 5 年度は、 東京サステナビリ ティ ボンド をバージョ ンアッ プし 、 TOKYOレジリ エンスボン

ド を海外市場において発行し ます。 SDGs関連起債を継続するこ と で、 持続可能で強靭な社会の実現を金融面

から 支える「 サステナブル・ レジリ エント フ ァ イ ナンス」 のリ ーディ ングシティ を目指し ていきます。

■　 東京グリ ーン ・ブルーボンド

■　 東京ソ ーシャルボンド

■　 東京サステナビ リ ティ ボンド

■　 他自治体

国内地方自治体の発行状況（ 個別発行銘柄のみ）

3
団体

7
団体

20
団体

55
団体

58
団体

都の発行以降、

発行団体数・ 発行額は

着実に増加

アワード 受賞状況

◯ リ フィ ニティ ブ・ ジャパン株式会社
　 「 D EA LW ATCH  AW A RD S 2 0 2 2 」
　 Su sta in a b le  Fin a n ce Issu e r o f th e  Yea r

「 ESG 債での調達を率先して行い、存在感を 示し た。国内外への
情報発信強化により 投資家から も 賛同が得ら れたこ と で、超過
需要を集めた」

◯ Ja p a n  Tim es
　 「 Su sta in a b le  Ja p a n  Aw a rd  2 0 2 3 」
　 ESG部門審査員特別賞

「 グリ ーンボンド やソ ーシャルボンド の発行なども 行っており 、東
京都のこ のよう な先駆的な 取り 組みは、地方自治体のE SG 債
市場の活性化に大きな影響を与えている」

◯ En v iro n m en ta l F in a n ce（ 英国・ 環境金融専門誌）
 •  「 Env iro n m en ta l Fin an ce Bon d  Aw a rd s 2 0 2 3 」

Socia l Bon d  o f th e  Yea r  ‒  lo ca l au th o r ity/m u n icip a lity

「 地方債と し て初めてサステナブルボンド 市場に携わり 、2 0 2 2 年
６ 月の発行では充当対象プロジェ クト を拡大し 幅広い資金使途
を示し た」

 •  「 Su sta in a b le  D eb t Aw a rd  2 0 2 5 」
Su sta in a b ility  Bon d  o f th e  Year  ‒  loca l au th o rity/m un icip a lity

「 都にと って初めてのESGラ ベル付きの外債であり 、セカンド オピ
ニオンを提供し たムーディ ーズも『 持続可能性への貢献度が顕著
で、対象プロジェ クト へ期待さ れる効果も大きい』 と 評価し た」
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東京都の財政状況〈 参考〉

BISリ スク ウェ イト

国債 東京都債 金融債
政府

保証債

財投

機関債

0%0%0% 10% 20%

東京都債の格付け

※2024年度普通会計決算ベース

都債の安全性・ 流動性〈 参考〉

発行体格付け

A+
（ 国の格付けと 同水準）

スタ ンド アローン 評価

a a＋

S＆Pグローバル・ レーティ ング・ ジャパン株式会社から取得

・  20 2 4 年度の経常収支比率は8 0 .3 % 、 公債

費負担比率は5 .1% であり 、 都の財政の弾力

性は、 都道府県平均と 比べて高い状況を維

持し ています。

・  貸借対照表は、資産が37兆1,734億円、負債

が6 兆1,951億円、 資産と 負債の差額である

正味財産は30兆9 ,782億円となっています。

・  普通会計の対象でない特別会計、 公営企業

会計及び政策連携団体等を加えた東京都全

体での貸借対照表は、資産合計が51兆3 91

億円、負債合計が13兆713億円、正味財産等

合計が37兆9,677億円となっています。

＜安全性＞

・  都の歳入は、 課税権を有する地方税などの自主財源が大宗を占めているため、 都債の償還財源を安定的に確保

するこ と が可能です。

・  また、 都債は地方債の1 つであり 、 地方債全体は、 償還費を含めた歳出総額と 歳入総額が均衡するよう 地方交

付税の総額が確保さ れているなど、 元利償還に必要な財源を国が保障し ているため、 BISリ スク ウェ イト 0 % が

適用さ れています。

・  なお、 都は規律ある財政運営を堅持し ているこ と などが評価さ れ、 S&Pグローバル・ レーティ ング・ ジャ パン

株式会社による長期発行体格付けは「 A+ 」、 国の影響を除いた都単独での評価、 いわゆるスタ ンド アローン評

価は、「 aa＋」 と なっ ています。

＜流動性＞

・  市場公募地方債で、 都債は発行額が全体の約5% 、残高が全体の約8 % を占めており 、流動性を確保し ています。

・  歳入構造について、 都と 地方財政計画と を比較すると 、

都には、 ①地方税の割合が高い、 ②地方交付税が交付さ

れていない、 ③国庫支出金の割合が低い、 ④地方債の割

合が低い、 と いっ た特徴があり 、 財政の自主性や柔軟性

が地方全体に比べてかなり 高いと 言えます。

・  都の歳出構造は、 特別区制度の下、 特別区財政調整交付

金が計上さ れているこ と が特徴の一つです。 また、 地方

債の償還などに要する経費である公債費の割合が低く 、

他の道府県に比べて財政の弾力性が高いと 言えます。

都財政の特徴

2 0 2 4 年度普通会計決算について詳しく 知りたい方は、こちらをご覧く ださい。

http s://w w w .za im u .m etro .to k yo .lg .jp /za ise i/kessan/r6 /6 nen jiza im uhouko kusho  （ 2 0 2 4 年度「 東京都年次財務報告書」）

都と 他の道府県と の歳出構造の比較（ 2 0 2 3 年度決算）都と 他の道府県と の歳入構造の比較（ 2 0 2 3 年度決算）

※ 住民参加型市場公募地方債を除く

市場公募地方債の状況（ 2 0 2 4 年度）

東京都債 4.9%

共同債 22.8%

その他 72.3%

東京都債 8.0%

共同債 19.6%

その他 72.3%

発行額 残高

東京都

普通会計

資産

37.2兆円

負債

6.2兆円

正味財産

31.0兆円

東京都

 東京都全体（ 連結ベース）

資産

51.0兆円

負債

13.1兆円

正味財産

38.0兆円

東京都

8兆3,533億円

道府県

48兆2,940億円

その他

4兆4,354億円

公債費

6兆2,636億円

その他

24兆2,694億円

投資的経費

7兆3,182億円

人件費

10兆4,427億円

特別区財政調整

交付金

1兆2,095億円

公債費

3,808億円

投資的経費

7,900億円

人件費

1兆5,375億円

21.6% 15.2% 13.0% 50.3%

18.4% 9.5%

4.6%

14.5% 53.1%

経常的経費

充当一般財源等

経常一般財源等

〈 経常収支比率の算式〉

経常収支比率の推移

120.0

100.0

80.0

60.0

財
政
の
弾
力
性

高

低

財
政
の
弾
力
性

高

低

※都道府県の比率は加重平均であり 、20 0 6 年度は減税補塡債及び臨時財政対策債を、2 0 0 7～2 0 19 年度

は減収補塡債特例分及び臨時財政対策債を、20 2 0 ～2 0 2 1年度は減収補塡債特例分、猶予特例債及び
臨時財政対策債を、2 0 2 2 ～2 0 2 3 年度は減収補塡債特例分及び臨時財政対策債を経常一般財源等か

ら除いて算出したものです。

公債費

充当一般財源等

一般財源等総額

〈 公債費負担比率の算式〉

公債費負担比率の推移

※都道府県の比率は一部事務組合等を除く 加重平均です。

※普通会計と は、各地方公共団体の財政状況の把握、地方財政全体の分析な

どのために、総務省の定める 基準により 、各地方公共団体の会計を 統一的
に再構成したも のです。

20.0

10.0

0.0

資産の部と 負債の部の内訳

都

都道府県

都

都道府県

貸借対照表

（ % ）

（ % ）

06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 0 21 2 4（ 年度）

2 4（ 年度）06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 0 21

22 23

22 23

94.1%

80.3%

16.0%

5.1%

東京都

8兆8,987億円

道府県

49兆5,903億円

地方債

2,293億円

地方交付税

なし

地方税

6兆3,451億円

その他

1兆6,628億円

国庫支出金

6,616億円

地方債

4兆1,121億円

地方交付税

9兆6,997億円

地方税

17兆257億円

その他

11兆5,510億円

国庫支出金

7兆2,017億円

19.6%34.3% 14.5% 8.3% 23.3%

71.3% 7.4% 18.7%

2.6%

※比率合計については、四捨五入等をしているため10 0 % とならない。

公営企業会計

出資金 6.2%

普通財産

3.8%

その他 6.6%

建設仮勘定 4.4%

長期貸付金 3.1%

基金積立金

11.6%

行政財産 

21.8%

インフ ラ
資産

40.8%

現金預金

1.8%

資産の部

都債
（ 固定負債）

74.3%

その他 2.7%

退職給与
引当金

 16.9%

都債
（ 流動負債）

6.0%

負債の部
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